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基発０３２８第６号 

令和７年３月２８日 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

の施行について」の一部改正について 

 

 

 

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成２６年法

律第１３７号。以下「法」という。）については、「専門的知識等を有する有期雇

用労働者等に関する特別措置法の施行について」(平成２７年３月１８日付け基

発０８１０第１号。以下「通達」という。)により法の趣旨、内容及び施行に当

たっての留意事項を示したところである。 

今般、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24

年法律第 78号）附則第３項に基づく高年齢者雇用確保措置の継続雇用制度に係

る経過措置が令和７年３月 31日に終了すること等に伴い、通達の一部を別添の

とおり改正し、令和７年４月１日より適用することとしたので、了知の上、周知

に遺漏なきを期されたい。 



別添 
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新旧対照表 

 

○ 平成２７年３月１８日付け基発０８１０第１号「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行につい

て」 

 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 
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